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平成２５年度第１回千葉市入札適正化・苦情検討委員会 議事録 

 

 

１ 日 時  平成２５年７月１９日（金） 午後３時００分～午後５時００分 

２ 場 所  契約課工事入札室（本庁舎５階） 

３ 出席者  （委 員） 

小峰委員長、櫻井委員、篠委員、中曽根委員、本橋委員（５０音順） 

（事務局） 

曽我辺資産経営部長、石井契約課長、長嶋技術管理課長、杉山契約課課長補佐 

４ 議 題 

（１）入札・契約制度について 

   入札・契約制度 

   入札状況の報告・分析 

（２）審議事項 

各入札方式における契約手続の審議（６件） 

（３）報告事項 

   ア 平成２５年度からの入札・契約制度改正 

   イ 指名停止状況について 

５ 議事の概要 

（１）議事録署名人について 

小峰委員長の指名により、篠委員と本橋委員に決定。 

（２）入札・契約制度について 

事務局から、平成２５年度の入札・契約制度及び入札状況について説明後、質疑応答。 

（３）各入札方式における契約手続の審議について 

櫻井委員から、抽出工事６件の抽出理由を説明。 

１ 制限付一般競争入札「千葉市立新宿中学校校舎増築電気設備工事」 

２ 制限付一般競争入札「千葉市立新宿中学校校舎増築工事」 

３ 制限付一般競争入札「神明町２７号線外１道路排水施設ポンプ設備設置工事」 

４ 制限付一般競争入札「国道１２６号院内小学校入口交差点改良工事」 

５ 指 名 競 争 入 札「千葉市立草野小学校校舎耐震補強工事」 

６ 指 名 競 争 入 札「下水道施設改良工事（松波２４－１工区）」 

事務局から入札方式ごとに各工事を説明後、委員会で審議。 

（４）平成２５年度からの入札・契約制度改正、指名停止状況について 

   事務局から、平成２５年度からの入札・契約制度改正点、平成２４年４月から平成 

２５年３月までの指名停止状況について報告後、質疑応答。 

（５）次回の審議対象抽出委員について 

小峰委員長の指名により、本橋委員に決定。 
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６ 会議経過（発言の要約） 

 

（１）入札・契約制度について 

 

○小峰委員長  事務局から、説明をお願いします。 

 

○杉山契約課課長補佐 （入札・契約制度について説明） 

 

質疑・応答 

 

○小峰委員長  事務局の説明に対して、何か質問・意見等ございますか。 

         不調件数が増加したのは、学校の耐震補強工事が増加したことによる影

響が大きいのでしょうか。 

 

○石井契約課長  耐震補強工事の影響が大きいと考えております。業種別の不調件数で、

一番多いのが建築の８７件であり、その内４８件が学校の耐震補強工事で

す。耐震補強工事は、４５．７１％が不調になっており、かなり高い率で

あるといえます。つまり、耐震補強工事の増加が不調件数増加の主な原因

だと考えられます。 

 

○櫻 井 委 員  ６月１７日の改定で、調査基準価格と最低制限価格の一般管理費の算定

率を３０％から５５％に引き上げたのはなぜですか。 

 

○石井契約課長  国の算定基準改定をうけて、本市の基準も改定をいたしました。 

 

○櫻 井 委 員  国の算定基準はいつ改定されたのですか。 

 

○杉山契約課課長補佐  平成２５年５月です。 

 

○石井契約課長  市の改定は５月２８日に行われ、６月１７日から施行しております。 

 

○櫻 井 委 員  一般管理費等の算定基準を下回っただけで失格になってしまうというの

はあまり納得ができません。国はなぜ、一般管理費等の割合を引き上げた

のですか。 

 

○石井契約課長  現在、国が労務単価の見直しを行っていることが背景にあります。 

 

○櫻 井 委 員  労務単価の見直しと、一般管理費等の引き上げは結び付かないように思
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えるのですが。 

 

○本 橋 委 員  櫻井委員の意見に関連しての質問です。６月に改定した一般管理費の算

定率は、国が行った一般管理費の引き上げに千葉市が準じたということで

すが、国が一般管理費を引き上げる原因となった状況と同様の状況に千葉

市がおかれているのかを検討するなど、一般管理費の引き上げが必要かを

千葉市として検討されたのでしょうか。 

 

○石井契約課長  全国的に、低価格入札が依然として多い状況にありますので、それに伴

い企業が疲弊している現状があります。そこで、企業からは最低制限価格

や調査基準価格を引き上げてほしいという要望がでており、それに対して

国はそれらの価格を引き上げる方向で見直しを行いました。当然、千葉市

も同様の状況下にあるわけですから、国に続いてそれらの価格の引き上げ

をするに至ったものであります。 

 

○杉山契約課課長補佐  千葉市では、平成２５年度の公共工事設計労務単価を大幅に引き上げま

した。また、国からは適切な価格での契約及び技能労働者への適切な水準

での賃金の支払いの促進を要請されましたので、適正な賃金水準の確保の

ために、社会保険料等をより考慮する必要が出てきました。社会保険料は

一般管理費に含まれるものですから、一般管理費も引き上げる必要がでて

きたということです。 

 

○櫻 井 委 員  労務単価が上がれば、直接工事費も上がります。社会保険料の引き上げ

は、直接工事費の上がりにより一般管理費に反映されます。社会保険料の

引き上げと、一般管理費の算定率の引き上げは関係ないのではないですか。

業種や工事の内容によって競争の程度は異なります。低価格競争の程度が

はなはだしく、低価格入札が多くなっている業種は確かにありますが、そ

うではなく、落札率が高い水準で推移している業種もあります。資料１の

４頁の２の表にあるとおり、全体の落札率は上昇しています。過当競争の

部分だけを見て、一般管理費等の引き上げを行うべきではなかったのでは

ないですか。 

 

○石井契約課長  国からの通達では、一般管理費を引き上げる趣旨についての記載はあり

ませんでした。しかし、国から技能労働者への適切な賃金水準の確保に係

る要請では、社会保険料は一般管理費の中に含むとあるので、このことか

ら一般管理費等が引き上げられたと考えられます。千葉市も、その考え方

に準じたということです。 
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○小峰委員長  国からの通達があり、実質的に一般管理費の引き上げをやらざるを得な

いという状況もあったと思います。 

         他に質問はございますか。無いようですので、次の審議事項に移ります。 

 

（２）各入札方式における契約手続の審議について 

 

○小峰委員長  はじめに、案件の抽出者であります櫻井委員から、各工事の抽出理由の

説明をお願いします。 

 

○櫻 井 委 員  お手元の資料２の３ページをご覧ください。今回抽出させていただいた

のは、制限付一般競争入札が４件、指名競争入札が２件です。制限付一般

競争入札では、落札率が非常に高いもの。申請者が少数となっているもの。

指名競争入札では、２月から開始した特例措置の効果がみえるもの。以上

のことに焦点を当て、６件を抽出させていただきました。 

まず、制限付一般競争入札の一覧表番号３２と３８は同じ工事場所の電

気工事と建築工事であり、ともに総合評価落札方式のＪＶ施工としている

案件です。こちら２件の入札結果は、３ＪＶ中２ＪＶが予定価格超過で、

落札率が非常に高くなっています。３８の案件は、今回の案件の中で最も

高い落札金額でありました。ここでは、ＪＶ施工の問題点についてご審議

いただきたいと考えております。 

次に、制限付一般競争入札の一覧表番号５５は総合評価落札方式で、１

回目の入札では、再度入札を経て、結果は参加１者中１者が予定価格超過

で不調となり、再発注となった案件です。再発注でも参加者は増えず、非

常に高い落札率となりました。一覧表番号５６は、５５と同様に総合評価

落札方式で、再発注となった案件です。しかし、参加申請者が２者、入札

参加者は１者であったにもかかわらず、落札率は９０％を超えておりませ

ん。ここでは、なぜ参加者が増えなかったのか、参加につき何がネックと

なっていたのかについてご審議いただきたいと考えております。 

次に、指名競争入札の一覧表番号１４と２６は、特例措置が適用されて

いる案件であり、ともに落札率が９０％を下回っています。ここでは、特

例措置の効果と、特例措置と低落札率の関係についてご審議いただきたい

と考えております。 

 

○小峰委員長  それでは、事務局から案件１から４の制限付一般競争入札について、説明

をお願いします。 

 

○杉山契約課課長補佐 （案件１～４についての発注経過を説明） 
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質疑・応答 

 

○小峰委員長  まずは、案件１についてお願いします。 

 

○櫻 井 委 員  入札参加申請者が少ないですが、なぜ入札参加資格要件に経営事項審査

の総合評定値の設定をしたのですか。また、その設定では想定業者数はど

のくらいでしたか。 

 

○石井契約課長  千葉市特定建設工事共同企業体取扱要綱に基づいて、電気工事で５００

０万円以上の案件についてはＪＶで発注しております。ＪＶで発注する際

には、技術力の低い者同士が組むのを防ぎ、品質を確保するため、総合評

定値の設定をしております。総合評定値は、対象の業者の親と子がおおむ

ね２分の１となる値を設定しています。今回は、親となれる業者が２０者、

子が１５者、最大で１７ＪＶを想定しておりました。そのうちの３ＪＶが

参加しました。 

 

○櫻 井 委 員  工期が約１年と長く設定されていますが、この案件は建築に付帯した電

気設備工事ですので、建築工事が終わらなければ電気工事に取り掛かるこ

とはできないと思います。現場期間が短いにもかかわらず、技術者を専任

配置としたことは、参加者の少なさに影響があったのではないですか。こ

の案件に専任で技術者をつける必要はあったのでしょうか。 

 

○石井契約課長  工期は１月２５日から来年の１月１９日までとなっておりますが、工程

表によると、４月から現場での作業になるとあります。千葉市での専任配

置の考え方は、国の「監理技術者運用マニュアル」に沿っております。専

任を要しない例としては、工場製作期間や、建築工事が不調になった場合

の管工事等、建築工事に付帯する工事があります。この案件については、

工事担当課に確認したところ、現場調査、仮設工事などを工期の前半でお

こなうので、技術者の専任を要すると判断いたしました。 

 

○櫻 井 委 員  確かに、打ち合わせや現場調査などはあるかと思いますが、その期間は

専任にする必要はないのではないですか。 

 

○石井契約課長  「監理技術者運用マニュアル」では、その期間を専任にしないこともで

きるとあります。建築工事の進捗によって状況は変わりますので、検討の

余地はあります。 

 

○櫻 井 委 員  この案件は、建築に付帯する電気設備工事であるから、現場での作業が
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開始される４月以降も、専任を要するほどの内容ではないと私は思います。

その期間、技術者を非専任配置とすれば、競争性は高まるのではないです

か。 

 

○小峰委員長  入札参加者数を増やすためにも、技術者専任の要件を見直すことを検討

していただくということでよろしいでしょうか。 

 

○石井契約課長  はい。 

 

○中曽根委員  ここでいう技術者の専任とは、現場での作業期間のことではなく、打ち

合わせから竣工までのすべての期間ということですか。 

 

○石井契約課長  そのとおりです。 

 

○小峰委員長  他に質問がありますか。 

無いようですので、案件２についてお願いします。 

 

○櫻 井 委 員  この案件の入札参加資格要件にも、経営事項審査の総合評定値が設定さ

れていますが、こちらもＪＶ施工だから設定したのですか。また、想定業

者数は何者だったのですか。 

 

○石井契約課長  総合評定値につきましてはそのとおりです。想定業者数は、親が１５者、

子が１２者で、最大１３ＪＶです。 

 

○櫻 井 委 員  簡易型の総合評価の中で、ＩＳＯ認証取得の項目がありますが、こちら

の評価基準は何ですか。点数が自然数でないので、取得しているならば１、

していないならば０という算出方法ではないということですか。 

 

○長嶋技術管理課長  単体施工であれば、ＩＳＯを一つ取得していれば１点という点数の付け

方ですが、ＪＶ施工では出資比率の割合をかけて点数を算出しております。 

 

○中曽根委員  総合評価落札方式結果調書を見ると、施工計画のところだけ、項目ごと

ではなく一括で配点されていますが、全体で評価するということですか。 

 

○長嶋技術管理課長  施工計画全体で１０項目です。施工計画の採点に関しては、技術提案時

に、業者から施工計画全体で最大１０項目の資料提出を求め、それを基に

行っています。 
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○篠 委 員  想定者数が１３ＪＶで、実際の入札参加申請者数が３ＪＶです。参加し

た３ＪＶのうち２ＪＶが予定価格超過であるので、１ＪＶしか有効な入札

を行っておりません。また、落札率が９９．４％と高落札率であるので、

入札において適正な価格競争が機能していないように思えるのですが、こ

の状況を生んだ根本的な原因はどこにあるのでしょうか。 

 

○石井契約課長  確かな原因はわかりませんが、入札参加者数が少なかった原因として考

えられることとしましては、配置できる技術者がいないことや、学校の工

事特有の居ながら施工を要するといった施工管理の大変さ等から敬遠した

のではないかといったことが考えられます。 

 

○杉山契約課課長補佐  高落札率については、各業者が正確な積算能力を有しているので、千葉

市が行っている積算とほぼ変わらない積算ができてしまうこと、また、当

案件の工事内容が一般的なものであったこと等から、市の予定価格に近い

入札ができてしまったことも高落札率の原因と考えられます。 

 

○本 橋 委 員  予定価格は事後公表ですか。 

 

○杉山契約課課長補佐  そのとおりです。 

 

○本 橋 委 員  この案件は校舎の増築工事ですので、学校の耐震補強工事のように特例

措置を適用し指名競争入札で予定価格事前公表の案件ではないということ

ですね。応札した３者の入札価格が市の積算に近似したため、結果的に競

争が生まれなかったのは、さきほどのご説明のとおり、業者の積算能力が

高いことと、施工管理が大変であるといったことから敬遠する業者が多か

ったことが原因と考えてよろしいのでしょうか。 

 

○杉山契約課課長補佐  そのとおりです。 

 

○櫻 井 委 員  この案件は、増築工事だけでなく改修工事も含まれています。改修工事

は耐震補強工事と同じように、生徒が登校しない休日にしか工事ができな

いことから、非常に手間がかかります。これも、業者が参加を控えた一因

となり得ると思うのですが、増築工事と改修工事の工事費の割合はどのよ

うになっていますか。 

 

○杉山契約課課長補佐  増築工事が８４％、改修工事が１６％です。 

 

○小峰委員長  他に質問がありますか。 
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無いようですので、案件３についてお願いします。 

 

○櫻 井 委 員  参加者が１者と非常に少ないですが、想定業者数は何者ですか。 

 

○石井契約課長  １６者です。 

 

○櫻 井 委 員  当初発注時の工期はどのくらいですか。 

 

○安藤契約第一係長  公告日が１１月１９日、開札予定日が１２月１１日、工期が翌年３月１

８日迄となっておりました。 

 

○櫻 井 委 員  当初の予定は、再発注時と比べて大分工期が短いようですが、工期が充

分取れていなかったのではないですか。 

 

○杉山契約課課長補佐  当初の工期が適正工期です。不調になったことを受けて内容の見直しを

おこなった結果、金額が増額になったため、その分工期を長く設定してお

ります。 

 

○中曽根委員  ポンプは自前ですか。 

 

○石井契約課長  外注です。 

 

○櫻 井 委 員  ポンプは特注品ですか。 

 

○石井契約課長  標準品です。 

 

○中曽根委員  当初発注時の工期が適正とおっしゃっていましたが、見直しをして延ば

された再発注時の工期は適正なのですか。 

 

○杉山契約課課長補佐  見直しの結果、設計金額が増額したことをうけて工期を延ばしており、

適正な工期です。 

 

○中曽根委員  製作期間が延びたということですか。 

 

○杉山契約課課長補佐  製作期間の問題もありますし、今回見直しされたのが外注するポンプの

制御管理部分ですので、その関係もあるかと思われます。 

 

○櫻 井 委 員  最終的な工事の仕上がりが、設計の見直し前後で変わらないとなれば、
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再発注時に設計を精査した結果、工期を延ばしたということを踏まえると、

最初の設計は適正ではなく、必要な期間を算定したであろう再発注の工期

が適正だということになりませんか。 

 

○石井契約課長  そのとおりです。 

 

○本 橋 委 員  当案件に緊急性があったならば、他の入札方式も検討する余地があった

のではないですか。 

 

○石井契約課長  現在、工期に余裕がない場合は、一般競争入札ではなくて指名競争入札

で行っています。この案件に関しては、指名競争入札は適用しませんでし

た。 

 

○小峰委員長  資料３の９頁を見ると、落札者の明正工業の評価点は３５点中７点と低

い点数ですが、施工に問題はないのですか。 

 

○長嶋技術管理課長  評価点の低さは、総合評価落札方式で加点対象となる資料が提出されて

いないという意味であり、入札参加資格はクリアしているので問題ありま

せん。 

 

○小峰委員長  他に質問がありますか。 

無いようでしたら、続きまして案件４についてお願いします。 

 

○櫻 井 委 員  この案件は、ＪＶではありませんが、どうして経営事項審査の総合評定

値が設定されているのですか。 

 

○杉山契約課課長補佐  この案件は、工事現場の交通量が多いために、夜間施工というかたちを

とることによって複雑な交通規制が必要となるなど、施工条件が厳しく制

限されていたため、技術力の高い業者に施工してもらう必要があるためで

す。 

 

○櫻 井 委 員  １回目の発注から、総合評定値の設定はされていたのですか。 

 

○杉山契約課課長補佐  設定しておりました。 

 

○櫻 井 委 員  業種をとび土工から土木一式工事に変えると、どのような違いがあるの

ですか。 
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○石井契約課長  歩道橋の撤去は解体工事であるので、当初は業種をとび土工で発注しま

した。しかし、とび土工で発注した２回とも入札参加者なしという結果で

あったこと、また、他の自治体では同様の工事を土木一式工事として発注

しているケースが多く、実績を持つ業者数がとび土工に比べて多いこと等

を考慮して、業種の変更を行いました。とび土工で発注した時の想定業者

数が２３者、土木一式が３４者でありました。 

 

○櫻 井 委 員  とび土工と土木一式の想定業者で重複しているところはありますか。 

 

○杉山契約課課長補佐  あります。 

 

○櫻 井 委 員  工期は適正ですか。また、再発注時に工期の見直しは行ったのですか。 

 

○石井契約課長  １回目、２回目は年度内に終わらせたいという工事担当課の希望により、

３月１８日までと日付で区切っていました。日数でいうと、１回目が１３

０日、２回目は１１５日です。３回目は、予算の繰り越しを行い、１２０

日としております。 

 

○櫻 井 委 員  落札率がさほど高くないことからみて、適正な工期で、適切な時期に発

注していれば、参加者がいないという事態にはならなかったのではないで

すか。道路工事は交通管理者の許可を取るのに時間が必要ですし、また１、

２回目の発注時期だと工期内に年末規制、年度末規制も含まれ、さらに交

通量の多い現場となれば、作業日数の確保は大変難しくなります。このこ

とから、１回目と２回目の発注は工期が厳しいと判断し、参加を見送った

業者も多かったのではないでしょうか。こういった内容の工事は、年度の

終わりに発注するのではなく、早めに発注したほうがよろしいと思うので

すが。 

 

○小峰委員長  櫻井委員に同意します。所管課は、この案件と同様の工事は早めに発注

して工期を充分取るように検討していただければと思います。 

 

○中曽根委員  今回、入札参加申請した業者はすべてＡランクですか。 

 

○杉山契約課課長補佐  そのとおりです。 

 

○小峰委員長  他に質問はありますか。 

無いようでしたら、続きまして案件５、６の指名競争入札について事務

局から説明をお願いします。 
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○杉山契約課課長補佐 （案件５・６についての発注経過を説明） 

 

質疑・応答 

 

○小峰委員長  それでは、案件５についてお願いします。 

 

○櫻 井 委 員  特例措置の適用による効果はどのようですか。 

 

○石井契約課長  応札者数は増加しておりますが、落札率に変化はほとんどありません。 

 

○櫻 井 委 員  この案件では落札率が低いですが、他は高い落札率だということですか。 

 

○石井契約課長  特例措置を適用した建築工事の平均落札率は９５．０８％ですから、こ

の案件は平均よりやや低い落札率であるといえます。 

 

○杉山契約課課長補佐  金額が高いことに加えて、３月に発注したために技術者の配置が容易で

あったことや、複数校あるいは複数個所を併せた工事でなく、１校の校舎

のみの工事であったため施工管理が容易であったこと等から、業者側の受

注意欲が高くなり、落札率が低くなったと推測されます。 

 

○櫻 井 委 員  年度をまたいだ工期で発注するほうが、競争が働くようですね。 

 

○中曽根委員  特例措置が適用される案件は今後もあるのですか。 

 

○曽我辺資産経営部長  特例措置の適用期間は平成２６年度末までです。 

 

○小峰委員長  他に質問がありますか。 

無いようでしたら、続きまして案件６についてお願いします。 

 

○櫻 井 委 員  この案件は緊急経済対策による特例措置を適用していますが、その意義

は何ですか。 

 

○石井契約課長  閣議決定された「日本経済再生に向けた緊急経済対策」に基づき、国か

ら予算の早期執行についての要請がありました。その中に、早期執行にあ

たって入札手続き等を見直すことが含まれていましたので、入札に掛かる

期間を短縮するために指名競争入札方式の対象を拡大する特例措置をとり

ました。 
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○櫻 井 委 員  どうして緊急経済対策における特例措置では予定価格を事前公表とする

のですか。 

 

○石井契約課長  早期に業者を決めるためです。 

 

○櫻 井 委 員  わかりました。 

         下水道改良工事は全体的に見て落札率が高いように思ったのですが、こ

の案件はそれほど落札率が高くなく、競争が働いているように見えます。

一般競争入札の下水道改良工事と、特例措置を適用した下水道改良工事に

傾向の差はありますか。 

 

○曽我辺資産経営部長  特例措置適用外の下水道改良工事１８件の平均落札率は９６．６７％、

平均入札者数は４．６６者。特例措置適用の３件は平均落札率が８４．０

０％、平均入札者数が１０．６６者でありました。つまり、特例措置を適

用したほうが、入札者数が多く平均落札率も低いという傾向があるといえ

ます。 

 

○櫻 井 委 員  そのような傾向の違いは、何が原因であると考えられますか。 

 

○杉山契約課課長補佐  発注時期の関係が大きいと考えられます。緊急経済対策で２月補正予算

により執行された案件ですので、工事の発注が少なく、手持ち業務がない

業者が比較的多い時期であることから、業者も受注意欲が高かったものと

思われます。 

 

○本 橋 委 員  ３月決算の業者が多いので、年度初めの仕事を確保したいと考える業者

が多くいるため、競争が働くことも考えられます。昨年度からおこなって

いるように、発注の時期を前倒しにしていくことで、入札での競争状態を

保つことができるのではないでしょうか。発注時期を偏らせず、まんべん

なく発注したほうが競争の確保ができると思います。 

 

○小峰委員長  今後、管更生の工事は増えていきますか。 

 

○曽我辺資産経営部長  管渠の更新が多くなるため、同種工事は増加していくと考えられます。 

 

○小峰委員長  他に質問がありますか。 

無いようでしたら、以上で各入札方式における契約手続の審議を終わら

せていただきます。 
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（３）平成２５年度からの入札・契約制度改正、指名停止状況について 

 

○小峰委員長  事務局から、説明をお願いします。 

 

○杉山契約課課長補佐 （入札・契約制度改正、指名停止状況について説明） 

 

○小峰委員長  事務局の説明に対して、何か質問・意見等ございますか。 

 

○中曽根委員  入札参加資格における地域要件細分化の試行は、全体の発注に対してど

のくらいの割合で、何件実施するのですか。 

 

○石井契約課長  割合は２分の１で、今年度は６２件程度発注する予定です。 

 

○櫻 井 委 員  道路工事、下水道管渠工事、舗装工事は応札者が多いため、地域を細分

化しても競争性が確保できるということですか。 

 

○杉山契約課課長補佐  そのとおりです。 

 

○小峰委員長  他に質問がありますか。 

何も無いようですので、これで終了させて頂きます。 

 

以 上 
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平成２５年度第１回千葉市入札適正化・苦情検討委員会議事録署名人 
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問い合わせ先 千葉市財政局資産経営部契約課 

ＴＥＬ ０４３（２４５）５０８８ 

ＦＡＸ ０４３（２４５）５５３６ 


